
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｇ２－５２ 買い物用手押し車 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｇ２－５２ 全 買い物用手押し車 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ７－７０ 歩行補助具 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

買い物用手押し車 ショッピングカート  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

１． 買物時に携行するもので、キャスター付きのフレームにバッグ又はかごが付いたもの。 

（高齢者が座るための座面がついた手押し車も含む。） 

２． 店舗内で客が利用する手押し車。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

単にバッグにキャスターが付いたものは、バッグの分類に入れる。 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

買い物用手押し車 ショッピングカート 老人用手押し車 

   

 

Ｇ２－５２ 
登録１１４８８６６号 
買物用手押し車 

Ｇ２－５２ 
登録１０２７５４４号 
ショッピングカート 

Ｇ２－５２ 
登録１０２７５５１号 
ショッピングカート 

Ｇ２－５２ 
登録１０２９７８１号 
老人用手押し車 


